
国立大学法人大分大学における期間の定めのある労働契約に関する規則 

平成２５年３月２６日制定 

平成２５年規則第１３号 

 

 （目的） 

第１条 この規則は，国立大学法人大分大学法人規則（平成１８年規則第４号）第４条第２項に

定める職員のうち，期間の定めのある労働契約（以下「有期労働契約」という。）を締結する職

員（以下「有期労働契約職員」という。）の契約期間に関し必要な事項を定める。 

 

 （適用範囲） 

第２条 この規則において「有期労働契約職員」とは，次の各号に掲げるいずれかの規則が適用

される者をいう。 

（１） 国立大学法人大分大学職員就業規則（平成１６年規則第５号） 

（２） 国立大学法人大分大学特任教員就業規則（平成２０年規則第１０号） 

（３） 国立大学法人大分大学嘱託職員就業規則（平成２５年規則第２４号） 

（４） 国立大学法人大分大学非常勤職員就業規則（平成１６年規則第６号） 

 

（有期労働契約の契約期間） 

第３条 国立大学法人大分大学（以下「法人」という。）と締結する有期労働契約職員の契約期間

の通算は，５年を超えることはない。 

２ 大学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第８２号。以下「任期法」という。）第５条

第１項により期間の定めのある労働契約を締結した者又は科学技術・イノベーション創出の活

性化に関する法律（平成２０年法律第６３号）第１５条の２の規定の適用を受けると認める者

（以下「特例対象者」という。）については，前項の規定中「５年」とあるのは「１０年」と読

み替えて，これを適用する。 

３ 第１項に規定する契約期間には，前条各号に規定する規則に定める休暇，休業及び休職等の

期間を含むものとする。 

４ 任期法第７条第２項又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第１５条の２

第２項に規定する当該大学に在学している期間は，第２項に規定する「１０年」には含まない

ものとする。 

５ 第１項及び第３項の規定にかかわらず，学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。 

 

（有期労働契約の契約期間の通算） 

第４条 有期労働契約職員が，契約期間が終了した場合において次の有期労働契約を締結しよう

とするときは，当該契約期間が終了した日から６月以上経過しなければならない。この場合に

おいて，終了した有期労働契約の契約期間は，次の有期労働契約の契約期間に通算しない。 

２ 前項の規定にかかわらず，大分大学に在学している間に法人との間で有期労働契約を締結し

た者については，６月を経過することなく，特例対象者としての新たな有期労働契約を締結す

ることができる。 

３ 第１項の規定にかかわらず，当該有期労働契約職員と法人との労働契約期間が５年を満たす

ことなく終了した場合は，当該契約期間が終了した日から６月を経過することなく，新たな労

働契約を締結することができるものとする。この場合において，当該有期労働契約の契約期間

は，当初採用した日を起算日として通算５年を超えることはできない。 

４ 前項の規定にかかわらず，特例対象者については，前項の規定中「５年」とあるのは「１０

年」と読み替えて，これを適用する。 

５ 前各項の規定にかかわらず，学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。 

 

（雑則） 

第５条 この規則に定めるもののほか，この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 



１ この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ 第２条の規定にかかわらず，この規則の施行日の前日から引き続き労働契約を締結している

者の労働契約期間の取扱については，学長が個別に定めるものとする。 

 

附 則（平成２５年規則第１９号） 

この規則は，平成２５年６月１日から施行する。 

 

附 則（平成２５年規則第２８号） 

この規則は，平成２５年１２月２５日から施行する。 

 

附 則（平成２７年規則第１号） 

この規則は，平成２７年２月２３日から施行し，改正後の第３条第２項及び第４項の規定は，

平成２５年４月１日からこの規則の施行日前日までの間の日を有期労働契約の契約期間の初日と

するものに係る契約期間についても適用する。 

 

附 則（平成２８年規則第７号） 

１ この規則は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年４月１日から同年９月３０日までに退職した職員については，当該職員が平成２

８年４月１日以降に退職したものとみなし，改正後の国立大学法人大分大学における期間の定

めのある労働契約に関する規則第４条第１項の規定を適用する。 

３ 平成２７年１０月１日から平成２８年３月３１日までに退職した職員については，平成２８

年４月１日以降６月を経過した日において退職したものとみなして，順次改正後の国立大学法

人大分大学における期間の定めのある労働契約に関する規則第４条第１項の規定を適用する。 

 

附 則（平成２９年規則第１号） 

１ この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行日の前日までに退職した有期労働契約職員が新たに法人と労働契約を締結す

る場合は，改正後の国立大学法人大分大学における期間の定めのある労働契約に関する規則の

規定を適用する。 

 

   附 則（平成３１年規則第６号） 

 この規則は，平成３１年３月２２日から施行する。 

 

附 則（令和元年規則第３号） 

この規則は，令和元年５月１３日から施行する。 

 


